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令和３年第３回高山市議会臨時会 提出議案の概要 

報第２号 損害賠償の額の決定の専決処分について （Ｐ１） 

 令和３年３月１４日、高山市荘川町野々俣６番地４ 農道上野々俣７号線で発生した横断側溝の

グレーチングが跳ね上がったことによる走行中の車両破損事故に関し、損害賠償金を支払うことに

ついて専決処分したので報告する。 

専決年月日  令和３年４月１９日 

損害賠償額  １０１，２００円 

報第３号 令和３年度高山市一般会計補正予算（第１号）の専決処分について （Ｐ２） 

 ひとり親世帯生活支援特別給付金給付事業を実施するために行った補正予算の専決処分について

報告するもの 

  専決年月日  令和３年４月９日 

  補 正 額  ５７，０００千円（補正後 47,657,000千円 当初予算に対し 0.1%増） 

  内   容  ひとり親世帯生活支援特別給付金の給付 

議第４６号 高山市税条例の一部を改正する条例の専決処分について  （Ｐ９） 

  地方税法等の改正に伴い行った専決処分について報告し、承認を求めるもの 

専決年月日  令和３年３月３１日 

①市民税関係

・扶養親族申告書記載事項の電子提供に係る取扱いの見直し（税務署長承認の廃止）

・退職所得申告書の提出の電子化

・住宅ローン控除の特例措置の延長（２年間）

②固定資産税関係

・固定資産税（土地）の負担調整措置等の継続及び税額据置き措置

・課税標準の特例（わがまち特例）に係る特例措置の見直し

③軽自動車税関係

・環境性能割の税率区分の見直し

・環境性能割の臨時的軽減の延長（９か月）

・種別割のグリーン化特例（軽課）の見直し

施 行 期 日  令和３年４月１日 
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議第４７号 過疎地域自立促進特別措置法の施行に伴う高山市固定資産税の特例に関する 

条例の一部を改正する条例の専決処分について         （Ｐ３３） 

 

  過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の制定に伴い行った専決処分について報告し、

承認を求めるもの 

  専決年月日  令和３年３月３１日 

  ・過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において、過疎地域自立促進特別措置法の失

効（令和３年３月３１日失効）に伴う経過措置が規定されたことから、本条例においても失効に

伴う経過措置（従前の規定による３年度分の固定資産税の課税免除の継続）を設けるもの 

  施 行 期 日  公布の日（令和３年３月３１日） 

 

 

議第４８号 令和２年度高山市一般会計補正予算（第１９号）の専決処分について 

                                    （Ｐ３６） 

 

  寄附金（令和３年２・３月分）の積立て等の補正予算の専決処分について報告し、承認を求める

もの 

  専決年月日  令和３年３月３１日 

  補 正 額  ３３，９２２千円（補正後 68,879,450千円 当初予算に対し 49.1%増） 

  内   容  飛騨高山ふるさと基金等への積立て 

 

 

議第４９号 令和３年度高山市一般会計補正予算（第２号）          （別冊） 

 

  補 正 額  １４６，５０７千円（補正後 47,803,507千円 当初予算に対し 0.4%増） 

  内   容  新型コロナウイルス感染症対策関係 

高齢者の新型コロナウイルスワクチン接種に係る移動支援 

２２，０００千円 

産業雇用安定支援事業補助金           ４，０００千円 

失業者や求職者の雇用（会計年度任用職員）   ２０，５０７千円 

教育旅行促進事業補助金            ２５，０００千円 

公共交通利用促進補助金            ２５，０００千円 

中小企業生産性革命推進事業補助金の増額    ５０，０００千円 

          災害復旧費（令和３年度当初予算）の繰越（令和４年度繰越事業） 

 

 

議第５０号 監査委員の選任について                （提案当日配布） 


